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第３章 庁舎・学校等の施設に係る基本的な考え方と取組方針 

 

１ 基本的な考え方 
 

本県では、県有施設長寿命化指針を策定し、県有施設の長寿命化の推進

に取り組んできたところであるが、庁舎・学校等の施設を取り巻く現状と

将来見通しを踏まえると、老朽化が相当進んでおり、今後の長寿命化対策

に要する費用を考えた場合、財政負担の軽減と平準化が必要である。 

そこで、これまでの方針を一部見直した上で、必要な行政サービス水準

の維持にも十分配慮しつつ、次の２つの方向性を基本的な考え方として、

具体的な方策に取り組むこととする。 

 

 

 
 

（１）施設の長寿命化の推進 
 

中長期的な観点から財政負担の軽減・平準化を図るため、定期的な  

点検・診断に基づき、不具合が発生する前に対応を講ずる予防保全型維持

管理を推進することにより、施設の長寿命化を推進する。 
 

（２）施設の安全性の確保 
 

   県有施設の必要な機能を発揮し続け、県民の安全・安心を確保するため、

点検・診断等により施設の健全性を把握するとともに、長寿命化対策の 

機会を捉え、施設の防災・耐震性能や事故防止のための安全性能について

も維持向上を図る。  

 

 

  
 

厳しい財政状況の下で必要な県有施設の維持管理・更新を適切に行う 

ため、県有施設の利用状況や行政ニーズの変化等を的確に把握し、総合的

な調整を行い、施設総量の適正化を図る。 

また、県民や民間事業者などと協働・連携し、専門的な知識やノウハウ、

資金等、民間活力の効果的な活用についても検討する。 

なお、活用方法がなく不要となった施設については、倒壊等の危険除去

など治安・防災上の観点や景観を維持する上での必要性などを十分に検討

した上で、施設の除却 14を進め、維持管理コストの縮減と県民の安全性の

確保を図るとともに、売却等の処分を推進する。 

                                                   
14 除却  
  資産を取り壊し、廃棄すること。  

基本的な考え方１ 
 

施設管理の適正化 

基本的な考え方２ 
 

施設総量の適正化 
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２ 施設管理の適正化に向けた取組方針 
 

（１）点検・診断・維持管理等の適正化 

 

 

 

 

 

施設の適切な維持管理には、定期的な点検による性能状態の把握と 

評価結果に基づく必要な対策の実施が重要である。 

このため、劣化の状態を予測して適切な時期に保全を実施するととも

に、点検・診断結果、修繕履歴等の維持管理情報を記録し、次の点検・

診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築する。 

 

○ 点検・診断の実施 

法令に基づく定期点検の確実な実施とともに、施設管理者等の目視

等による日常点検を行い、不具合や劣化の早期発見に努める。 

そこで、法定・日常点検の内容を踏まえて今後整備する点検チェッ

クシートやマニュアルを活用し、施設管理者等は日常点検を実施する。 

また、施設の劣化状況等を直接把握するために簡易劣化診断を実施

しており、今後も必要に応じて簡易劣化診断を行い、施設の性能状態

の把握に努める。 

 

○ 維持管理情報のデータベース化 

予防保全型維持管理を進める上で必要となる施設の基本情報や  

点検・診断結果、修繕履歴等の維持管理情報についてデータベース化

に向けた取組を進める。 

これにより、維持管理情報の一元化と共有化を図り、合理的な維持

管理を実施する。 

 

○ 維持管理計画書の作成 

計画的かつ予防的な保全を実施するため、長期的な観点から施設の

修繕や改修等の需要を予測・検討し、施設ごとに維持管理計画書の  

作成を進める。 

作成に当たっては、維持管理情報データベースに蓄積された施設 

基本情報や維持管理情報を活用する。 

 

 

 

 

 

○ 点検・診断を確実に実施し、施設状態を把握する。 

○ 維持管理情報をデータベース化し、情報の一元化と共有化を図る。

○ 維持管理計画書を作成し、計画的かつ予防的な保全を実施する。  

図 17 メンテナンスサイクル 

（イメージ）  
維持管理情報 

データベース 

点検・診断 

維持管理計画書 修繕・改修 

蓄積 活用 

活用 

蓄積 蓄積 

活用 
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（２）施設の長寿命化の推進 

 

 

 

 

 

中長期的な観点から財政負担の軽減・平準化を図るため、施設の長寿

命化が必要である。 

そこで、庁舎・学校等の施設については、点検・診断結果に基づく  

予防保全的な修繕による長寿命化を基本的な考えとするとともに、  

環境負荷の低減に配慮しつつ、ライフサイクルコスト 15 が最小となる 

効率的な維持管理を推進する。 

 

○ 施設の目標使用年数の設定 

県有施設の管理に係る財政負担の更なる軽減を図るため、物理的 

耐用年数等 12 を考慮して、「県有施設長寿命化指針」に掲げた目標  

使用年数（65 年）を見直し、下表のとおり目標使用年数を定める。 

ただし、施設の劣化が著しく目標使用年数までの使用が困難である

場合などは、この限りでない。 

なお、木造等上記構造以外の建物については、建物の構造、行政  

ニーズ、施設用途、ライフサイクルコスト 1 5を考慮して、個々の施設に

応じた目標使用年数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 物理的耐用年数（再掲）  

  材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される年数 

○目標耐用年数   （日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」） 

○構造体の総合耐久性（日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 

鉄筋コンクリート工事）」 

15 ライフサイクルコスト  
企画から設計、建設工事、運営費、維持修繕費から取壊しまでの建物の生涯に係る  

全ての費用  

目標使用年数 構造 

80 年 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

○ 目標とする性能水準を定め、良好な状態で施設を維持・活用する。 

○ 長寿命化設計基準を策定し、企画段階からコスト縮減を意識する。 

○ 改修・建替え時には適切な手法を選択し、コストを縮減する。 
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建 設 費 

維持管理費 運 営 費 

改 修 費 修 繕 費 

取壊し処分費用 利払い 

   
 図 18 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ） 

 
① 施設の設計料、建設工事費などの 

初期費用（イニシャルコスト） 

② 運営費・維持修繕費などの施設管理 
費用（ランニングコスト） 

③ 取壊し処分費用 
 

の合計『建物の生涯に必要な総費用』 
 

○ 基本的な性能水準の設定 

県民への行政サービスの提供拠点である施設を良好な状態で維持・

活用していくため、利用期間を通じて施設の有するべき基本的な性能

項目及び水準を定め、これらの性能水準の確保に努める。 

 

○ 長寿命化設計基準の策定 

維持管理費等のランニングコストは、ライフサイクルコストの７～

８割を占めており、施設整備の企画・設計段階で決定する要素が   

大きいため、企画段階からライフサイクルコストの縮減を意識した 

取組が必要である。 

そこで、再生可能エネルギーの導入や既存エネルギーの高度利用、

省エネルギー設備の整備によるエネルギーコストの削減を含め、施設

の目標使用期間内における性能水準を確保するための最も合理的な 

設計の方針及び具体的な設計の基準を策定する。 

施設の新築にあたっては、原則としてこの基準を適用することとし、

改修にあたっても、可能な限り適用に努めることとする。 

なお、施設の建替え等に当たっては、施設の利用状況や使用予定  

期間等を考慮して、建物の構造や内外装材等の仕様など、最もコスト

の低い手法を採用するものとする。 
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30～40年

建物性能

時間

補修 建替え

大規模改修

計画保全 計画保全

《 従来の維持管理 》

長寿命化の判断 

主に建築後 経過年数で判断

コスト比較、施設の劣化状況、
施設に求められる性能水準

　将来行政需要や劣化状況等を勘案し、

　長期的な施設の利用見込みを判断

（事後保全で対応）

長寿命化対象施設

大規模改修計画保全

長寿命化対象外施設

庁舎・学校等の施設

建築部材・設備機器を

一体で改修
劣化・損傷が軽微である

早期段階において計画的に

実施する予防保全的な修繕等

※80年までの使用を目標に実施

建替え

○ 改修・建替え工事の適切な選択 

建築後一定の年数（概ね 40 年程度）が経過した施設については、  

トータルコストの縮減効果等を確認した上で、改修・建替え時には、

環境負荷の低減を考慮しつつ、工法も含めて適切な手法を選択し、  

ライフサイクルコストを縮減する。 

 

図 19 施設整備手法の検討フロー（イメージ） 
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（３）防災基盤の整備 

 

 

 

 

庁舎・学校等の施設は、県民への行政サービスの場として、また、

災害等の防災上重要な施設としての役割を担っている。このため、利用

者の安全確保だけでなく、災害時の防災拠点施設としての機能を十分 

発揮できるよう日常から施設の適切な管理を行い災害への備えを万全

にし、災害時でも施設が機能不全に陥らないようにする。 

また、長寿命化に係る改修等の機会を捉え、今後も計画的な耐震化

を図るとともに災害に備えた施設整備に取り組む。 

 

 

（４）保全業務支援体制の構築 

 

 

 

 

 

予防保全的維持管理への転換にあたっては、適切な日常点検を実施

し、劣化等を早期発見することが重要であるため、施設管理者等に  

対する研修や講習を実施し、施設管理に関する知識の向上を図る。 

また、専門知識を有する技術者の確保・育成に努め、財産管理部門

と営繕部門の協力体制を強化するとともに、施設管理に関する技術的な

相談対応など施設管理者等に対する支援体制の構築に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 防災拠点としての機能確保を図り、安全・安心を確保する。 

○ 長寿命化に係る改修等の機会を捉え、耐震化等を推進する。 

○ 施設管理者等への研修等を実施し、知識の向上を図る。 

○ 専門知識を有する技術者を確保・育成し、支援体制の構築に取り

組む。 
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（５）施設の運営管理の適正化 

 

 

 

 

 

施設の運営管理に係るコストを把握し、事業効果を評価するなど、 

行政サービス水準の維持向上を図りながら、施設の運営管理コストの 

縮減・適正化など効率的な運営管理を推進する。 

 

  ○ 施設間の比較分析 

    各施設における光熱水費や委託費等の実態を把握した上で、施設間

の比較分析を行い、ベンチマーキング 16等を活用した日常的な運営 

管理コストの縮減を検討する。 

 

  ○ 省エネルギー機器の導入検討 

    環境負荷の低減とともに、運営管理コストの縮減・適正化を図る 

ため、省エネルギー機器の導入を検討する。 

 

 ○ 民間活力の幅広い活用 

    施設の効果的な活用や運営管理を図るため、PPP/PFI17など民間活力

の幅広い活用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 ベンチマーキング  

業界を超えて世界で最も優れた方法あるいはプロセスを実行している組織から、その実

践方法（プラクティス）を学び、自社に適した形で導入して大きな改善に結びつけるため

の一連の活動  
17 PPP/PFI 

○PPP…Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を

幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービス

の向上を目指すもの。 

○PFI…Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービスの向上を図

る公共事業の手法。  

○ ベンチマーキング等を活用した運営管理コストの縮減を検討する。 

○ 省エネルギー機器の導入を検討する。 

○ PPP／PFI など民間活力の幅広い活用を検討する。 
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３ 施設総量の適正化に向けた取組方針 
 

（１）施設総量の適正化 

 

 

 

庁舎・学校等の施設については、今後、施設の老朽化に伴い維持管理・

建替え費用の増大が見込まれることから、厳しい財政状況、社会情勢等

の変化や人口減少等を踏まえ、適正な施設の維持管理を実施するために

は、施設総量の縮減が不可欠であり、次の視点から施設のあり方を検討

する。 

なお、施設の新規整備を行う場合には、施設総量の増加を極力抑制 

するとともに、既存施設の建替えや大規模改修を行う場合には、施設の

必要な機能や規模について十分精査するなど、施設総量の縮減に努める。 

 

   ○ 行政施設等 

一定のエリア内に設置されている地域振興事務所、県税事務所、  

健康福祉センター、農業事務所、土木事務所及び教育事務所等につい

ては、積極的に合同庁舎化を検討する。  
また、各機関の所管区域、事務所・支所の所在地等を勘案しつつ、  

廃止・統合など施設総量の縮減に取り組む。  
○ 試験研究施設 

県民ニーズとの合致性や民間等との役割分担なども踏まえ、施設の 

必要な機能について精査し、廃止・統合など施設総量の縮減に取り  

組む。  
○ 県立学校 

将来の児童生徒数や学級数等の見通しを踏まえ、学校における空き

教室、実習室など常時使用していないスペースを精査し、各学校単位

で建物の集約化や転用など施設総量の縮減に取り組む。  
○ 警察施設 

警察施設のうち警察公舎については、入居状況や民間活用等の視点

から施設総量の縮減に取り組む。 

○ 公の施設 

行政サービスとしての必要性や運営主体の適性などを十分に検証 

するとともに、適正な配置・規模など施設のあり方を精査した上で、

施設の集約化・複合化、転用、廃止、民間・市町村等への移譲などを

検討し、施設総量の縮減に取り組む。  
特に、同種の施設が複数ある場合は、統合等による効率化を図る。  

 

 

 

○ 施設の用途区分に応じたあり方を検討し、施設総量を縮減する。 
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《 集約化・複合化 》 《 転用 》

売却処分等・

維持管理コストの削減

売却処分等・

維持管理コストの削減

《 民間施設の活用 》

売却処分等・

維持管理コストの削減

賃貸オフィス

　地域ごとに設置される出先機関の庁舎について、他
の機関への移転（集約）を行う。

　不要になった施設の転用により、既存施設の有効
活用を図る。

　施設規模や設備、運営形態を踏まえ、周辺の民間
施設を活用する。

賃貸オフィス 賃貸料の削減

Ａ事務所

Ｂ事務所

Ｃ事務所

Ａ・Ｂ・Ｃ

事務所

（ 余 剰 ）

民間施設

Ｄ事務所

Ｅ事務所

Ｄ・Ｅ

事務所

Ｆ事務所

県有施設

Ｆ事務所 （ 余 剰 ）

（ 余 剰 ）

（２）施設の機能性・効率性の向上 

 

 

 

行政サービス水準の維持向上を図るため、施設総量の縮減を図ると 

ともに、機能性・効率性の向上など施設の有効活用にも取り組むことが 

重要である。 

そこで、施設利用者（県民・職員）の満足度向上や事業効率性・生産

性の向上が図れるよう、施設の有効活用に必要な情報をファシリティ 

マネジメント 18推進部署（総務部資産経営課）に一元化し、施設性能と

施設ニーズを踏まえた集約化や複合化あるいは転用等により、施設配置

の適正化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 ファシリティマネジメント  

経営目的の達成を図るために、土地、建物などの財産（ファシリティ）を経営資源とし

て有効活用していくとともに、総合的に企画、管理、活用（マネジメント）することによ

り全体最適を目指す経営活動。   

図 20 施設配置の適正化イメージ 

○ 施設情報を一元化し、施設の有効活用による適正配置を推進する。 
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中長期的な取組により施設総量の適正化を図る。 

（今後 30 年間で施設総量（延床面積）を 15%縮減） 
 

行政サービス水準の維持にも十分配慮しつつ、県有施設の

維持管理・更新を適切に行うため、人口減少や人口構造の  

変化、厳しい財政状況の見通し等を踏まえた施設総量の見直

しが必要である。  
そこで、必要な施設を的確に選定し、既存施設の有効活用

など効率的・効果的な施設総量の適正化を図るとともに、  

施設の整備・改修に当たっては、できる限り工法・建築資材

等のコストダウンを図る。  
また、施設総量の適正化により生じる未利用県有地等の 

処分を積極的に推進することにより、財源の確保を図る。  
 
この目標値は、今後、人口動態や社会経済情勢の変化など

による影響を考慮して、必要に応じて見直しを行う。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


